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平成１５年度医薬局・食品保健部 組織再編要求の概要について

平成１４年９月

厚 生 労 働 省

医薬局・食品保健部の組織について、食の安全に係わる重要問題についても、

局を挙げて対応する体制を構築する。

特に、健康影響が広範にわたる等重大な事件事故等の発生への対応や輸入食品

対策をはじめとする食の安全確保体制の強化など、リスク管理を担う厚生労働省

としての組織整備を行うとともに、リスク評価機関として設置される「食品安全

委員会（仮称 」との円滑な連携や消費者等とのリスクコミュニケーションの体制）

の整備を図る。

【組織再編の概要】

（１ 「医薬局」を「医薬食品局（仮称 」に改め、食品の安全確保に係る所掌を） ）

明確化。

（２ 「食品保健部」を「食品安全部（仮称 」に改め、食品の安全確保のための） ）

リスク管理を担うことを明確にするとともに 「企画課」を「企画情報課（仮、

称 」とし、内閣府に設置される「食品安全委員会（仮称 」との連携調整、） ）

消費者等とのリスクコミュニケーションも担当。

（３）医薬及び食品の安全確保に係る重要事項について早期の対応体制の構築を

含め迅速適切に対応するため 「大臣官房参事官」を新設。、

（４）更に、食品の安全対策の強化のため、

次の１室２官を新設。

食薬健康影響対策官

食品リスク情報官

輸入食品安全対策室



【医薬局・食品保健部 組織要求】

（ 現 在 ） （ 要 求 ）

医 薬 局 医 薬 食 品 局（仮称）

（ ）大臣官房審議官（医薬担当） 新)大臣官房参事官（ 医薬食品・国際担当

総務課 総務課

医薬品副作用被害対策室 医薬品副作用被害対策室

新 食薬健康影響対策官（仮称）（ ）

審査管理課

化学物質安全対策室 大臣官房審議官（医薬担当）

医療機器審査管理官

審査管理課

化学物質安全対策室

安全対策課 医療機器審査管理官

安全対策企画官

安全対策課

安全対策企画官

監視指導・麻薬対策課

麻薬対策企画官 監視指導・麻薬対策課

麻薬対策企画官

血液対策課

血液対策課

新 血液対策企画官（仮称）（ ）

食 品 保 健 部

食 品 安 全 部（仮称）

企画課

新開発食品保健対策室 企画情報課（仮称）

検疫所業務管理室 食品国際企画調整官

食品国際企画調整官 検疫所業務管理室

新 食品リスク情報官（仮称）（ ）

基準課

基準審査課（仮称）

新開発食品保健対策室

監視安全課

監視安全課

新 輸入食品安全対策室（仮称）（ ）
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平 成 １ ５ 年 度

食品保健関係予算概算要求の概要

＜２２，１１８＞
平成１５年度 概算要求額 １２，５１３百万円

＜１４，２５４＞
平成１４年度 予 算 額 ９，０７４百万円

＜ ７，８６４＞
差 引 増 減 額 ３，４３９百万円

上段＜ ＞は他局計上分を含む。

平 成 １ ４ 年 ８ 月

医 薬 局 食 品 保 健 部
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国民の健康を守るための食品安全対策の整備

＜２２，１１８＞ ＜ １４，２５４＞
１２，５１３百万円（ ９，０７４百万円）

上段＜ ＞は他局計上分を含む

食品衛生法の抜本改正等により、新たな食品の安全確保の仕組みを構築するため残
留農薬基準等の整備、食品添加物の安全性確認の徹底等を推進するとともに、輸入食
品や健康食品等の安全確保対策、食肉に関するＢＳＥ対策を引き続き推進する。あわ
せて、食品の安全性確保にかかる研究を充実し、国民の健康を守るための食品安全対
策を整備する。

概 算 要 求 主 要 事 項

１ 食品衛生法の抜本改正等による基準・体制の整備
＜２，７０６＞ ＜ ４９５＞
２，６８１百万円（ ４７５百万円）

残留基準が設定されていない農薬等の食品への残留を禁止する措置及び安全性に問題の
ある既存添加物について使用を禁止できる制度を導入することとし、このため、暫定的な
残留基準の設定、食品添加物の安全性確認を推進するとともに、食中毒発生時の危機管理
体制の充実等を図る。

（１）残留基準が設定されていない農薬等の食品中への残留を禁止する措置の導入
９２４，０６１千円（ ２０１，００４千円）

（要 旨）
新たな農薬の開発に伴う新規農薬の増加や食品の流通の国際化に伴い、残留基準が未
設定の農薬等を使用した食品の輸入も増大してきている。
農薬等の残留による衛生上の危害を防止するため、残留基準が設定されていない農薬
及び動物用医薬品の食品中への残留を原則禁止する制度（いわゆるポジティブリスト
化）の導入に向けて暫定的な基準の設定等を推進する。

・残留農薬基準策定費
６７６，７２８千円（ ８４，５７９千円）

・残留動物用医薬品等規格基準策定費
２２１，００３千円（ ８０，３１７千円）

（２）食品添加物の安全性確認の徹底
１，６７０，５０５千円（ ２２５，３５３千円）

（要 旨）
長い食経験を考慮し使用が認められている既存添加物について、安全性に問題のある
ものについては使用を禁止できる制度を導入することとし、既存添加物の毒性試験等の
安全性確認を早急に推進する。
さらに、国際的に安全性が確認され、かつ、広く用いられている食品添加物で必要性
が高いものは、指定に向け、必要に応じ国自ら安全性確認等を行う。

・食品添加物安全性確認費
８０３，１６０千円（ １６０，７６５千円）

・食品添加物指定費
８０３，０６０千円（ ０千円）
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（３）大規模・広域食中毒に対する危機管理体制の強化
４５，５２０千円（ ３２，８９５千円）

（要 旨）
複数の自治体が関係する大規模・広域食中毒の発生時において、被害拡大の防止を図
るため、関係自治体との連絡調整会議を開催し、迅速で統一的な対応が図られるよう調
整を行うとともに、新たに、ＤＮＡ検査による迅速な原因究明を行うための技術的支援
等を行うなど、食中毒発生時における危機管理体制の強化を図る。

（４）総合食品衛生管理製造過程（ＨＡＣＣＰ）承認施設の監視強化
＜３５，６６６＞ ＜ ３１，６５８＞
１０，８６１千円（ １１，４９４千円）

（要 旨）
総合衛生管理製造過程（ＨＡＣＣＰ）承認施設について、一定期間ごとに見直しを行
うこととし、当該施設に対する監視強化を図る。

・食品高度衛生管理方式適正推進費
（本 省 費） １０，８６１千円（ １１，４９４千円）
（地方厚生局） ２４，８０５千円（ ２０，１６４千円）

（５）食品表示制度の普及啓発、相談体制の強化
１２，６２１千円（ ４，２０９千円）

（要 旨）
複数の法律に規定され、分かりにくい食品表示制度について見直しを行うこととして
おり、このため、消費者等が容易に理解するためのパンフレットを作成・配付し、食品
表示制度の普及啓発を行うとともに、都道府県等の食品衛生監視員に対して食品表示に
関する研修を実施し、食品表示に関する相談を一元的に対応できるよう相談体制の充実
を図る。

・食品表示制度普及啓発費 ７，６７０千円（ ０千円）
・食品安全監視等強化費 ４，９５１千円（ ４，２０９千円）
［食品衛生監視員に対する表示等に関する研修の実施］

２ 輸入食品等の安全対策の強化
＜１３，４８１＞ ＜ １２，３５２＞
９，５３９百万円（ ８，４１１百万円）

輸入食品の多様化や件数の増加に対応した効果的な検査の実施など、輸入食品の安全性
確保のためのモニタリング検査の強化を図る。
また、輸入手続きの迅速化を図るため、インターネットを利用した輸入届出システムの
導入等、輸入食品監視支援システムの機能強化を図る。
さらに、食肉に関するＢＳＥ対策を推進する。

（１）食品衛生上の危害発生防止のための輸入等禁止措置の導入に伴う実施体制の整備
１７，６２９千円（ ５，２２６千円）

（要 旨）
近年、畜水産物及び農作物の輸入量が増加している中で、輸入野菜の残留農薬問題等
輸入食品の安全確保が課題となっていることから、先般、食品衛生法が改正され、食品
衛生上必要と認められる場合は、国・地域及び食品を特定して、輸入、販売等を禁止で
きる制度が創設されたところであり、当該制度を適切に実施するため、当該輸出国の衛
生対策の調査、評価等、対象食品の検証・検査等を行うための体制を整備する。
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（２）モニタリング検査の強化
９１４，２８８千円（ ６４７，６０９千円）

（要 旨）
輸入食品の多様化や件数の増加に対応して、効果的に検査を実施するため、検査対象
品目群をきめ細やかに設定する等の見直しを行うとともに、海外情報に基づく検査の強
化を図るなど、輸入食品の安全性確保のためのモニタリング検査の強化を図る。

（モニタリング計画検査件数 51,703件 → 72,989件）

（３）輸入食品監視支援システムの機能強化
３５７，１４２千円（ ２８，４４９千円）

（要 旨）
食品の輸入手続の迅速化を図るとともに、効果的なモニタリング検査を実施するため、
インターネットを利用した輸入届出システムの導入、情報検索機能の強化等、輸入食品
監視支援システムの機能強化を図る。

（４）食肉に関するＢＳＥ対策の推進
＜４，０３７，３９６＞ ＜４，０３０，１５０＞
１１８，３９６千円（ １１１，１５０千円）

（要 旨）
と畜検査におけるＢＳＥ全頭検査の実施について、引き続き、特別措置として検査キ
ットの整備に対する補助を行うとともに、検査機器の整備や検査技術の研修を実施し、
各自治体における迅速かつ適正な検査の実施を図るとともに、ＢＳＥに関する正しい情
報の普及啓発を推進する。

・ＢＳＥ全頭検査及び検査に必要な機器等体制整備費
３，５１４，１８９千円（３，５１４，５５１千円）

・特定部位の処理等に関する経費
４８９，２２０千円（ ４８９，３５６千円）

・普及啓発事業費 ２０，２７２千円（ １２，４７４千円）
・検疫所におけるＢＳＥ検査費等

１３，７１５千円（ １３，７６９千円）

（５）食品規格基準等の一層の整備促進
３３２，４６２千円（ １１，４７１千円）

（要 旨）
食品の規格基準の設定について、従来は定性的なリスク評価に基づく規格基準の設定
をしてきたが、今後は、国際的にも進められている定量的なリスク評価に基づき実施す
ることとし、食品の製造、流通、消費段階等におけるより一層の安全を確保するため、
食品の規格基準の整備を促進する。
さらに、食品用器具やおもちゃ等の規格基準の整備を行う。

３ 食品の安全性に関する情報提供等
＜２３０＞ ＜ １４８＞
２２５百万円（ １４２百万円）

消費者等との懇談会等を開催するなどのリスクコミュニケーションの充実、健康食品等
に関する情報収集・提供体制の整備、食品表示制度についての啓発普及、自治体との食品
保健情報のネットワーク化による食中毒発生時の迅速な対応の他、食品に関する安全情報
の提供や相談体制を推進する。
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（１）消費者等とのリスクコミュニケーションの充実
２，７８０千円（ ０千円）

（要 旨）
食品の安全等に関する施策を推進していく上で、食品の安全等に関する施策内容につ
いて、消費者等に対して分かりやすく説明するとともに、消費者等と十分な意見の疎通
を図り、消費者等の意見を食品衛生行政に反映させるため、食の安全に関するシンポジ
ウムの開催するとともに、消費者等との意見交換を行うための懇談会を開催し、消費者
等とのリスクコミュニケーションの充実を図る。

（２）健康食品等に関する情報収集・提供体制の整備、監視体制の強化
４５，２１７千円（ ４，２０９千円）

（要 旨）
国内外の健康食品等に関する健康被害事例及び安全性・効果についての研究報告や文
献等の情報を収集・分析し、データベース化するとともに、消費者等に対する情報提供
を推進するとともに、自治体の食品衛生監視員に対する研修を実施し、監視体制の強化
を図る。

〔医薬局計上関係事業〕
要求額 ２９，７４７千円

いわゆる健康食品に対する全国的な買い上げ調査及び成分分析を実施し、薬事法に違
反する業者に対する監視・取締りの徹底を図るとともに、自治体の薬事監視員に対する
研修を実施し、監視体制の強化を図る。

４ 食品の安全性確保にかかる研究の充実
＜５，６３３＞ ＜ １，２１３＞
５，６３３百万円（ １，２１３百万円）

食品の安全性確保のため、牛海綿状脳症研究、遺伝子組換え応用食品対策研究、食品添
加物や微生物等にかかる研究を推進するとともに、国内外の食品の安全性に係る情報を集
中的に収集・分析・伝達する体制を整備する。

（１）食品安全確保研究の充実
＜４，５００＞ ＜ １，１７７＞
４，５００百万円（ １，１７７百万円）

（要 旨）
牛海綿状脳症対策として、感染メカニズムの解明や異常プリオンの高感度・迅速な検
出法及びリスクの低減化技術の開発、遺伝子組換え食品の加工食品中の混入率の定量検
査方法の開発や後代交配種等の安全性の評価方法等の検討、特定保健用食品素材の有用
性等に関する研究、食品添加物や残留農薬の安全性の評価手法や迅速な分析方法の開発
等に関する研究等を推進する。

（２）国立試験研究機関における食品分野の研究の充実等
＜１，１３３＞ ＜ ３６＞
１，１３３百万円（ ３６百万円）

（要 旨）
国立試験研究機関において、国内外の食品の安全性に係る情報を収集・分析し、提供
する体制を整備する。また、食品規制や規制の根拠となる科学的基礎データの収集・分
析など食品衛生規制に必要な検知法を検証し、その標準化に関する研究を推進する。



平成１５年度組織・定員要求の概要について

平成14年10月
農 林水 産省

１．組織要求の概要

「 食」と「農」の再生プラン」に基づき、消費者に軸足を移した農林水産行政へ「
の転換を図るため、農林水産省組織の改革再編を行うこととする。

(1) 食の安全・安心を確保する組織の確立

食品のリスク管理部門を産業振興部門から分離・強化するため、食料消費行政
とリスク管理を担う新局（消費・安全局（仮称 ）を新設）
これと併せ、地方における食品のリスク管理体制を強化するため、地方農政局
の内部組織を再編し、消費・安全部（仮称）を新設するとともに、食糧事務所を
地方農政局に統合の上、食品のリスク管理業務を担う食料消費事務所（仮称）
に再編

(2) 企画力、機動力に富んだ組織の確立

新たな政策課題に機動的に対応するため、企画評価課に政策調整室（仮称）を
設置するとともに、積極的かつ機動的な報道体制を確立するため、報道官と報道
室（仮称）を設置

(3) 主要食糧政策を担う組織の再編等

食品安全委員会（仮称 、新局の設置等に伴い、行政組織のスクラップ・アンド）
・ビルドの観点から、食糧庁組織を廃止
他方、主要食糧政策を担うため、総合食料局に食糧部（仮称）を設置するとと
もに、食糧事務所を再編した食料消費事務所（仮称）において、引き続き備蓄米
の管理業務等を担わせる。また、併せて、同局の食品産業流通部門は食品産業流
通部（仮称）とする。

(4) その他

① バイオマス分野をはじめ農林水産分野に関する環境政策を戦略的に構築する
ため、大臣官房に環境政策課（仮称）を新設
② 総合食料局に食糧部（仮称）を設けることに伴い、国際部を大臣官房に移管
するとともに、総合戦略の企画力と情報分析力を強化するため、国際部内の課
を再編
また、各種の国内制度と国際ルールとの調和について省横断的に担当する国
際統括官（仮称）を新設
③ 国民に対する情報提供機能の強化と統計作成機能の効率化及び分析力の強化
を図るため、大臣官房に情報課（仮称）を設置するとともに、統計情報部の課
を再編し、部の名称を統計部（仮称）に改称
また、統計情報事務所と出張所を統合し、農林水産統計・情報センター（仮
称）を設置

２．定員要求の概要

定員については、リスク管理体制の強化に伴い、食品表示の監視等に必要な定員
増を食糧庁定員の振替で行うほか、地方空港の国際化の急速な進展等に伴う動植物
検疫担当官の増員、沿岸国主義に基づく外国漁船の取締担当官の増員など重要施策
の実施上緊急に必要な最小限の新規増員を要求



大臣官房

農村振興局

総合食料局

生産局

経営局

技術会議

水産庁

食糧庁

林野庁

国際部

現行 再編案

総務部

計画流通部

統計情報部

畜産部

大臣官房

農村振興局

総合食料局

生産局

経営局

技術会議

水産庁

林野庁

統計部

食品産業流通部

食糧部

消費・安全局

国際部

畜産部

※局・部等の名称は仮称である。

食料消費政策、農畜水産物の安全対策、
生産資材・飼料の安全対策、動植物検疫、表示・規格、
リスクコミュニケーション等

備蓄米・MA米の管理、
麦の買入れ・売渡し、生産調整等

統計作成・分析

流通の改善、食品産業の振興、
商品取引の監督等

農産物の生産の振興

畜産物の生産の振興

統計作成・分析、情報収集・提供

協同組合検査部

協同組合検査

食料の安定供給政策、
消費者対策、流通の改善、
食品産業の振興、表示・規格、
商品取引の監督等

国際政策、貿易交渉、国際協力

国際政策、貿易交渉、国際協力

畜産物の生産の振興、
動物検疫、飼料の安全対策等

農産物の生産の振興、
植物防疫、生産資材の安全対策等

備蓄米・MA米の管理、
麦の買入れ・売渡し、生産調整等

基本政策、法律、予算・会計、
人事、広報、情報収集・提供等

協同組合検査部

協同組合検査

食料・主要食糧の安定供給政策
等

主要食糧の安定供給政策等

基本政策、法律、予算・会計、
人事、広報等
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平成１５年度総合食料局関係予算概算要求重点事項

平成１４年９月

総 合 食 料 局

（注）単位：百万円（かっこ内は前年度）

Ⅰ 食の安全と安心の確保

食の安全と安心に対する消費者の関心の高まり等を踏まえ 「食卓から農、

場へ」食品の履歴をさかのぼることができる仕組み（トレーサビリティシス

テム）の導入を推進するとともに、国民一人一人が食の安全と安心について

、「 」 「 」 。考えられるよう 食育 活動や リスクコミュニケーション を推進する

また、虚偽表示問題の発生等を踏まえ、わかりやすく信頼される表示制度

を実現するとともに、安全で高品質な食品を供給する食品産業の機能を強化

する。

１ 「食卓から農場へ」トレーサビリティシステムの導入

（１）トレーサビリティシステムの導入のために必要な機器・設備の整備支援等

青果物、米、豚肉、鶏肉、鶏卵、養殖水産物、加工食品等について、各食品

の特性を踏まえたシステム導入のために必要な機器・設備の整備支援を行うと

ともに、新たな品目についてのシステムの確立に向けた実証試験を実施する。

・トレーサビリティシステム導入促進事業 ４ ９３８ ０)， （

（ ）・トレーサビリティシステムの開発 ４５６ １５３

(生産局 計 上 )・牛肉トレーサビリティシステムの確立 ２，５９２（ ０）

（２）生産行程履歴ＪＡＳの制度化及び普及促進

生産履歴情報の信用性を高める仕組みとして、生産行程履歴のＪＡＳ規格を

１４年度から制定するとともに、積極的に認定を受けようとする生産者を対象

、 。とした講習会等の実施 消費者・関係事業者等に対する情報提供等を推進する

（ ）・生産行程履歴ＪＡＳ規格認定・普及啓発事業 １２７ ０

２ 「食育」や「リスクコミュニケーション」の推進

（１ 「食育」を推進する国民的な活動の展開）

「食を考える国民会議」の活動強化 「食を考える月間」の推進、マスメデ、

ィア等各種媒体を通じた情報発信活動等を全国的に展開するとともに、食育推

進ボランティアの登録・活用を進め、地域特産物や伝統的食文化など各地域の

特色を活かした「食育」の実践活動を展開する。

， （ ）・食育促進全国活動推進事業 １ ０００ ０

（ ）・食育実践地域活動支援事業 ５００ ０

（他局庁計上）・関連施策 １０，８３０（７，３４２）
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（２）リスクコミュニケーション対策の強化

食品の安全性の問題に関わるリスク管理施策の強化、徹底した情報開示に努

めるとともに、消費者等との対話窓口として、独立行政法人農林水産消費技術

センター内に「リスクコミュニケーション・センター（仮称 」を創設する。）

（ ） （ ）・リスクコミュニケーション・センター 仮称 の創設等 ８０１ １４０

３ わかりやすく信頼される表示制度の実現

（１）食品表示の適正化のための監視体制の確立

食品表示ウォッチャー（消費者への委嘱）の増員、都道府県による食品表示

１１０番の設置への支援等を通じ、食品表示の監視を強化する。

（ ）・食品表示適正化対策 ９２９ ２４９

（２）有機農産物の認定・特別栽培農産物新表示ガイドラインの普及の推進

有機農産物認定制度（ＪＡＳ規格）や特別栽培農産物の新ガイドライン

（１５年度から実施予定）の普及を促進するため、実地講習会の実施、登録認

定機関の連絡調整の促進や生産者・消費者への情報提供等を実施する。

（ ）・有機農産物認定・普及促進事業 ４０ １６

（ ）・特別栽培農産物新表示ガイドライン普及推進総合対策事業 ５０ ０

（ ）・地域食品認証 ８２ ５９

４ 安全で高品質な食品を供給する食品産業の機能強化

（１）食品の安全性確保に向けた食品産業の機能強化

消費者に安全で高品質な食品を提供するため、ＨＡＣＣＰ手法導入に必要な

人材の育成やデータベース整備等を支援するほか、有害微生物等による食品の

リスクを低減するため、有害微生物等の迅速検出技術や制御技術の開発を支援

する。

（ ）・食品製造工程管理高度化促進事業 ２２０ ０

（ ）・有害微生物等食品リスク低減化技術の開発 ５２２ ０

（２）技術力の向上による食品産業の新市場創出

新技術創出による食品産業の競争力強化を図るため、企業現場の抱える課題

、 、とそれに応え得る大学等の技術力を結びつけ 産学官連携を推進するとともに

我が国が技術優位性を有する発酵分野での技術革新の加速化や情報通信、ナノ

テクノロジー等異分野の技術を活用した新食品創出技術の開発を支援する。

（ ）・産学官連携食品産業技術開発中央推進事業 ６１ ０

（ ）・食品産業における次世代型発酵技術の開発 １５０ ０

（ ）・活力ある長寿社会実現のための新食品創出技術開発 ６４８ ０
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Ⅱ 消費者に多様な選択肢を提供する食品産業の発展支援

安全で安心な食材への関心の高まりや高齢化の進展等の下で、消費者の多

様な要請に応えられる食品を提供するため、地域の特色を生かした「ブラン

ド・ニッポン」食品の提供を促進する。

また、食品流通部門の高コスト構造の是正に向けた食品流通構造改革を実

施する。

１ 地域の特色を生かした「ブランド・ニッポン」食品の提供促進

（１）地域食品企業の創意工夫の具現化に向けた取組の促進

地域食品企業の創意工夫を生かした新たな取組提案に基づき、消費者の多様

なニーズを起点にした、健康志向に配慮した食品や、地域農業と連携した特色

ある食品などの製品化・事業化を促進する。

（ ）・食品産業機能高度化特別対策事業 ６６１ ０

（２）食品製造業、外食産業における国産食材活用促進

「品質にばらつきがある」等の国産食材の加工技術、国産農産物の機能性の

解明技術等の開発に対する支援を実施するとともに、外食事業者と生産関係者

の連携による国産食材の産地での一次加工等の取組や外食産業のニーズの生産

者への発信等を支援する。

「 」 （ ）・ ブランド・ニッポン 加工食品供給促進技術開発 ３８０ ０

（ ）・外食産業国産食材利用推進事業 ４０ １９

（３）地域特産食品等の輸出促進活動の拡充

日本食品・農林水産物の輸出促進を図るため 「国際食品見本市」等への出、

展のほか、海外市場発掘のためのミッション派遣等の取組への支援を行う。

（ ）・地域特産食品・農林水産物輸出促進事業 ３６ ２８

２ 流通の高コスト構造の是正に向けた食品流通構造改革

（１）ＩＴを活用した商流・物流の効率化の一体的な推進

取引コストの削減等を推進するため、ＥＤＩを活用した取引の効率化やＩＴ

を活用した効率的物流管理システムの導入、卸売市場間を結ぶ連携体制の構築

等を総合的に実施する。

， （ ）・ＩＴフードチェーン確立事業 １ ４５８ ８１６
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（２）低温一貫輸送等効率的で高度な生鮮食品物流体制の整備

①卸売市場の整備

生鮮食料品の流通において基幹的な役割を果たしている卸売市場について、

流通コストの低減と高度な物流を図るため、中核的な市場の再整備と品質管理

・鮮度保持機能等の市場機能の強化に資する施設の整備を緊急・重点的に実施

する。

， （ ， ）・卸売市場施設整備事業 ６ ７１５ ５ ９６２

②物流施設の整備

鉄道・船舶を活用した低温一貫輸送体制を構築するため、食品低温流通ター

ミナルの整備を実施するとともに、生鮮品小売業者が卸売市場から仕入れ・配

送・加工を共同で行うための施設の整備を実施する。

（ ）・食品基幹物流高度化事業 ４１２ ４１２

（ ）・生鮮品共同配送施設整備事業 ２１０ １５０

（３）地域内連携による地域農水産物の安定的な供給

地域の生産者・卸・仲卸・小売店が連携して、地域農水産物を安定的に供給

するための取組に対して支援する。

）・食品販売業等連携活性化総合対策事業 ５０（ ２７

Ⅲ バイオマス・ニッポン総合戦略の推進

食品残さ等のバイオマス資源の有効利用を促進するため、モデル的な食品

リサイクルを推進するほか、必要な技術開発を行う。

廃棄物等を循環活用する取組（ ）の実行に向けた食品リサイクルの推進ゼロエミッション

（１）モデル的な食品リサイクルの取組への支援

先進的・モデル的な食品リサイクル施設の整備に対して支援を行い、リサイ

クルの成果の実証・波及を図るとともに、食品リサイクルやバイオ生分解性素

材の利用の優れた取組事例等に関する情報収集・情報発信等を行う。

， （ ）・食品リサイクル推進モデル整備事業 １ ５５３ ０

（ ）・食品循環資源活用支援事業 １０６ ０

（２）技術開発の促進

食品の資源循環システムの構築を目指し、民間の技術を生かした食品廃棄物

の分別や運搬・回収技術、高度再生・変換利用技術、成分・品質評価技術、生

分解性素材の容器包装等への活用技術の開発等を推進する。

（ ）・食品資源循環システム構築技術開発 ５５４ ０



食品安全委員会（仮称）について

平成１４年 ８月

内 閣 官 房

食品安全委員会(仮称)

設 立 等 準 備 室

１ 経緯
「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会 （厚生労働大臣及び農林水産大臣」

の諮問機関）の報告書（平成１４年４月２日）の提言を受けて、政府として

「食品安全行政に関する関係閣僚会議」を開催し、平成１４年６月１１日、

「今後の食品安全行政のあり方について」とりまとめが行われた。

同とりまとめにおいては、

・食品の安全に関するリスク評価を行う食品安全委員会（仮称）を新た

に内閣府に設置する

・緊急時に内閣全体として対応する危機管理の仕組みを整備する

・消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全を確保するための法律

として食品安全基本法（仮称）を制定する

とされており、これを踏まえて、村井国務大臣が食品安全委員会（仮称）等

担当大臣として任命されるとともに、内閣官房に準備室が設置され、これま

で検討を行ってきた。

２ 食品安全委員会（仮称）の業務の概要
食品安全委員会（仮称）の業務の概要は、以下のとおり。

① 専門的、客観的、科学的観点からのリスク評価の実施とそれに基づ

くリスク管理機関（厚生労働省、農林水産省等）への勧告、リスク管

理状況についてのモニタリングの実施

② 食品事故等における危機管理対応

③ 内外の食品安全に関する情報の一元的収集・整理及び食品安全に関

する幅広いリスクコミュニケーションの実施

これに必要な組織及び予算の概要は、それぞれ別紙１、別紙２のとおり。



（別紙１）

（別紙１）

食品安全委員会(仮称)の構成(検討中)

１ 委 員 の 構 成（委員：７名）

・毒性学等の専門家
・微生物学等の専門家
・有機化学（化学物質）等の専門家
・公衆衛生学等の専門家
・食品の生産・流通システム等の専門家
・消費者意識、消費行動等の専門家
・情報交流の専門家

２ 専門調査会の構成（専門調査委員：延べ２００名程度）

食品安全委員会

企 画
リスクコミュニケーション
危 機 管 理 ( 食 品 事 故 等 )

（評価チーム）

化学物質系評価グループ

食 品 添 加 物 農 薬
動 物 用 医 薬 品 器 具 ・ 容 器 包 装
化 学 物 質 汚 染 物 質 等

生物系評価グループ

微 生 物 ウ イ ル ス
カビ毒・自然毒等 プリオン(ＢＳＥ等)

新食品等評価グループ

遺伝子組換え食品 新 開 発 食 品
飼 料 ・ 肥 料 等

３ 事 務 局 の 構 成（事務局員：５５名
技術参与（非常勤 ：２５名））

事 務 局（事務局長、次長、４課１官等）

・総 務 ・ 総 括 事 務 担 当 課
・リスク評価のサポート事務担当課
・勧 告 ・ モ ニ タ リ ン グ 事 務 担 当 課
・危機管理、情報の収集・分析事務担当課
・リスクコミュニケーション担当官



（別紙２）

食品安全委員会(仮称)に必要な予算の主要項目

１ 委員会の運営

・ 委員会、専門調査会の開催

リスク評価の実施

リスク管理機関に対する勧告

食品事故等における危機管理対応

試験研究機関等に対する指示等

２ 委員会を支える活動

（１）食品安全に関する情報の一元的収集・整理

・ 食品安全に関する内外の情報の収集･整理

・ 食品安全に関する国際機関との情報交流

（２）リスク評価、モニタリングのための基礎調査の実施

・ 化学物質等のリスク評価に必要な毒性試験等の実施

・ リスク管理状況についてのモニタリング調査の実施

・ リスク評価に必要な評価手法等の研究開発

（３）リスクコミュニケーションの実施

・ 食品安全に関する国民からの直接的な意見･情報の収集･整理

・ 中央及び地方におけるリスクコミュニケーションの実施

・ 効果的なリスクコミュニケーション手法の開発

（４）食品事故等における危機管理対応

・ 食品事故等に関する内外の情報の収集･整理

・ リスク管理機関､国民への情報提供による危害拡大の防止

・ 危機管理マニュアルの策定･公表

・ 緊急対応についての事後検証

概算要求額 約２０億円（新規）




